
 

資料１ 

令和２年度 土木工事共通仕様書の改定について 

 

 

１ 経緯 

 ・前回は平成 30年４月に改定（２年に１度、改定を実施している） 

 ・基本的には国土交通省の改定内容を１年遅れで適用させているもの 

 

２ 改定概要 

（１）共通仕様書（Ⅰ）の改定 

  １）共通仕様書（Ⅰ）〔土木工事共通仕様書〕の改定 

・引用している技術基準等との整合を図るもの 

   ・固結工の中層混合処理を追加 

   ・建設副産物情報交換システム、建設発生土情報交換システムを追加 

   ・誤解を与えるおそれのある表現の是正等 

  ２）共通仕様書（Ⅰ）〔土木工事共通特記仕様書〕の改定 

・誤解を与えるおそれのある表現の是正等 

   ・再生アスファルトの針入度の規格値を改定 

 

（２）共通仕様書（Ⅱ）土木工事施工管理基準及び規格値の改定 

  １）出来形管理基準 

   ・ＩＣＴ活用工事の基準を追加、等 

   ・固結工の中層混合処理を追加 

  ２）品質管理基準 

   ・引用している技術基準等との整合を図るもの 

   ・固結工の中層混合処理を追加 

  ３）写真管理基準 

   ・ＩＣＴ活用工事の基準を追加、等 

   ・固結工の中層混合処理を追加 

 

（３）共通仕様書（Ⅲ）〔様式集・参考資料〕の改定 

  １）様式の改定 

   ・様式第２号請負代金内訳書について法定福利費等の注意書きを追加 

 ・様式第 42号及び 44号の押印欄の追加 

２）建設工事公衆災害防止対策要綱の改定 

  ３）情報化施工の改定 

   ・引用している技術基準等との整合を図るもの 

 

 

 


